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されることがあります



子が3歳になるまでに子が3歳以降の自身
の働き方について会社に相談しましょう。
　事業主は以下の５つの措置から２つ以
上講じているため自身のこれからの働き
方について会社と相談しましょう。
A 始業時刻等の変更
B テレワーク等
C 保育施設の設置等
D 就業しつつ子を養育することを容易に
　するための休暇
E 短時間勤務制度

令和7年10月1日からスタート！

＊育児休業給付金、出生時育児休業給付金、令和7年4月創設の出生後休業支援給付金及び育児時短就業給付金については
　ハローワークにお問合わせください。

小学校
3年生

取得事由に感染症に伴う学級閉鎖
入園式、卒園式追加

③参照


